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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて 

 

 

 日頃より本市の介護保険事業に御協力いただき感謝申し上げます。 

 標記の件について、厚生労働省老人保健課からの通知（令和２年４月７日付）

に基づき、本市では当面の間、以下のとおり取り扱うことといたしますので、お

知らせいたします。 

 なお、今後の状況によっては、取扱いを見直す場合がありますので申し添えま

す。 

  

１ 臨時的な取扱いをする対象者 

 以下①～③の要件を全て満たす被保険者とします。 

 ①調査場所が施設等以外（在宅）で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止を図る観点から面会が困難で、申出書（別紙）を提出していること 

②認定調査が、認定有効期間内に困難な状況であること 

③要介護認定・要支援認定申請種別が「更新申請」であること 

 ※「面会が困難」とは、被保険者やその家族等が新型コロナウイルス感染予防

を理由に面会を断った場合を含みます。 

 ※更新申請書を提出していない方は対象外となります。必ず更新申請の手続

きを行ってください。 

 

２ 臨時的な取扱いの内容 

認定調査を実施せず、現在の介護区分のまま、認定有効期間を１２か月延長し

ます。 

 臨時的な取扱いとなるため、認定結果通知書は送付しません。臨時的な取扱い



の説明文と介護保険被保険者証を、従来の認定有効期間内に対象者へ送付し

ます。 

  

３ 注意事項 

 （１）新規申請及び区分変更申請の方は、対象とはなりません。通常の認定調

査を実施します。 

面会が困難な場合は、面会ができるようになってから調査を実施するため、

認定結果通知が遅くなることがあります。 

状況によっては、暫定ケアプランでのサービス利用も考えられますが、利

用者に不利益が生じることのないよう適切なご対応をお願いいたします。 

 

（２）今後、臨時的な取扱いをする対象者の更新申請をする際は、更新申請書

類と併せて申出書（別紙）を提出してください。 

 

（３）通常の認定調査を希望される方には、従来の流れで認定結果を出します。 

 

 （４）すでに更新申請済みの方で、臨時的な取扱いを希望される場合は、介護

認定係までご連絡ください。 

 

【連絡・問合先】 
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